
地方創生
ってなんだ？

地
方
創
生
と
は

“
政
府
が
重
要
施
策
の
一
つ
と
し
て

掲
げ
て
い
る
地
域
振
興
策
の
名
称
”
で

す
。「

景
気
回
復
を
全
国
隅
々
に
」
を
目

標
に
、
各
省
庁
が
縦
割
り
で
バ
ラ
バ
ラ

に
実
施
し
て
き
た
地
方
活
性
策
を
よ
り

効
果
的
に
行
う
司
令
塔
と
し
て
、
政
府

内
に
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本

部
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

地
方
創
生
は
、
こ
れ
ま
で
の
地
域
振

興
策
と
何
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
？
そ

れ
は
、
日
本
の
人
口
減
少
に
対
す
る
危

機
感
を
背
景
に
、
人
口
減
を
食
い
止
め

る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
点
で
す
。

有
田
川
町
、
消
滅 
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平
成
26
年
5
月
に
日
本
創
成
会

議
と
い
う
民
間
団
体
が
、
全
国
に

1
8
0
0
あ
る
市
区
町
村
の
お
よ
そ

半
分
、
約
9
0
0
の
自
治
体
を
「
消

滅
可
能
性
都
市
」
と
分
類
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
日
本
の
2
0
1
0
年
～

2
0
4
0
年
の
30
年
間
に
若
年
女
性

が
半
分
以
上
減
る
と
推
計
さ
れ
る
自
治

体
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
有
田
川
町

も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
消
滅
可

能
性
都
市
」
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
町

が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
口
減

少
に
伴
う
収
入
減
に
よ
っ
て
、
自
治
体

と
し
て
の
機
能
が
保
て
な
く
な
る
恐
れ

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
？

国
は
従
来
の
ハ
ー
ド
面
で
の
整
備
で

は
な
く
、
地
域
の
人
口
減
少
や
人
口
流

出
の
歯
止
め
に
重
き
を
置
い
た
、
ソ
フ

ト
面
で
の
施
策
を
充
実
さ
せ
た
「
総
合

戦
略
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

メ
イ
ン
と
な
る
施
策
は
4
つ
。

・
地
方
で
の
雇
用
創
出

・
東
京
一
極
集
中
の
是
正

・
若
い
世
代
の
結
婚
、
出
産
、
子
育
て

支
援

・
都
市
の
コ
ン
パ
ク
ト
化

こ
れ
に
基
づ
き
、
独
自
の
「
有
田
川

町
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」
お
よ
び
「
有
田
川

町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦

略
」
を
10
月
に
策
定
。
町
民
の
皆
さ
ま

と
と
も
に
、
す
で
に
動
き
始
め
て
い
ま

す
。
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